
令和６年５月７日(火)
受付
期間

問合せ先

伊方町役場 建設課 建設管理係

TEL ０８９４－３８－２６５６

FAX ０８９４－３８－１３７８

～ ６月７日(金)

まずは相談して
みるダンディー

■先着順ではありません。緊急性の高いものを優先します。
■件数、予算に限りがあります。
■補助条件や必要書類に関することなど、ご不明な点はお問合せ下さい。

詳細については次頁「補助制度の概要」をご覧ください。



老朽危険空き家除却事業 空き家解体撤去事業

補 助 区 分  国・県・町による事業  町単独の事業

補助限度額

 事業費と国の標準工事費
額のどちらか少ない金額の
４／５（税抜き金額）
（上限３００万円）

 事業費の１／２（税抜き金額）
（上限１００万円）

構 造  木造・非木造に限らず  木造・非木造に限らず

建物の条件  不良度判定で100点以上  不良度判定で100点以上
 旧耐震基準※の木造建物

（ただし、在来工法に限る）

建物の撤去
に つ い て

 同一敷地内の建物を全撤去
※例外あり

 部分残しも可能

制度の利用回数  無制限  無制限

立 地 条 件  建物が沿道に面していること  特になし

申 請 者

 所有者

 法定相続人  相続人

 町内に住所を有するもので、所有者又は相続人の代表者から解体
撤去工事等の委任を受けた者

共 通 事 項

 両方の補助制度を同時には利用できない

 解体後３年間は更地とする

 伊方町登録業者による解体（※登録業者一覧表）

 家財道具等の処分費用は補助対象外

 交付決定を受けた当該年度２月末までに解体工事を完了させること

■この事業の主体はあくまでも申請者です。解体工事に係る見積り依頼、契約・発注・支払いは
申請者自身にて行ってください。
■補助の対象とならない家財道具等の一般廃棄物の処分は、ご自身で行うか、町指定業者にて
適切に処分してください。詳しくは、役場町民課環境政策係にお問合せください。
■空き家を解体することで、土地の固定資産税が上がることがあります。詳しくは、役場町民課
税務係にお問合せください。
■解体後は法務局にて「建物滅失登記」の手続きを行ってください。
■解体工事完了後の跡地は、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理を行ってください。
■基礎や便槽等の不用工作物も撤去してください。（今後、利用する場合を除く。）
■法令等は必ず順守し、適切に解体工事を施工してください（不適切な施工をした場合、補助金
が交付されない場合があります）。
■令和６年４月１日付で補助要綱が改正となり、様式が一部変更となっていますので、最新のも
のをご使用ください。

注 意 事 項
※旧耐震基準：昭和56年5月31日以前に着工した建築物に適用される耐震基準

制度名が
かわりました

上限を設定
しました

上限を増額
しました

以下のいずれかに該当するもの

制限を撤廃
しました

対象を拡充
しました

制限を撤廃
しました



申 請 者 伊 方 町

事前相談

（事前調査申込書の提出）

空家の現地調査

不良度の判定

土地・建物の名義人の確認

見積りの依頼

（町登録業者２社以上から見積
りの徴収）

伊方町危険廃屋審査委員会の
開催

補助金申請

（申請書及び関係書類を提出）

工事着手

（業者と契約し工事に着手）

工事完了

（工事代金を業者に支払い）

完了報告書の提出 現地の確認

補助金額の確定

（確定通知書の送付）

補助金の請求

（補助金請求書を提出）

採択結果通知

（交付決定通知書の送付）

補助金の交付

約１ヶ月

解体業者
工程による

約１ヶ月




